
令和８年３月文京区議会臨時議会提案事項 
 

 

 

１ 文京区特別区税条例等の一部を改正する条例 

⑴ 提案理由 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）等の一部改正に伴い、軽自動車税の環境性能割

を廃止するほか、規定を整備するため、提案する。 

⑵ 改正内容 

ア 文京区特別区税条例（昭和３９年１２月文京区条例第４４号）の一部改正 

(ア) 軽自動車税の環境性能割の廃止（第３７条、第３７条の２、第３７条の４から第３７条の９ま

で及び付則第５条の３から付則第５条の７まで） 

(イ) 軽自動車税の種別割の名称変更（第３８条から第４０条まで、第４２条から第４６条の２まで、

付則第６条及び付則第６条の２） 

(ア)に伴い、現行の軽自動車税の種別割を軽自動車税とする。 

(ウ) その他規定の整備 

イ 文京区特別区税条例等の一部を改正する条例（平成２６年６月文京区条例第１３号）の一部改正 

  軽自動車税の種別割の名称変更（付則第５条） 

⑶ 施行期日 令和８年４月１日 

 

 

令和８年３月３１日庁議資料 
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